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午後１時33分開議

○九谷弘一委員長 開会に先立ちまして、報

告をいたします。本日は、村上委員は御欠席

でございます。

それでは、ただいまから第２回農林水産常

任委員会を開会いたします。

開会に当たりまして一言ごあいさつを申し

上げます。

さきの委員会におきまして、委員長に選任

をいただきました九谷でございます。今後１

年間、髙野副委員長とともに、誠心誠意円滑

な委員会の運営に努めてまいりたいと思いま

すので、どうぞひとつよろしくお願いを申し

上げます。

委員各位におかれましては、御指導、御鞭

撻をいただきますよう、心からお願いを申し

上げます。また、田農林水産部長を初めと

する執行部の皆様方におかれましても、御協

力のほどよろしくお願いを申し上げます。
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簡単ではございますが、ごあいさつとさせ

ていただきます。どうぞひとつよろしくお願

いを申し上げます。

続いて、髙野副委員長からごあいさつをお

願いいたします。

○髙野洋介副委員長 皆さんこんにちは。さ

きの第１回委員会におきまして、副委員長に

選任いただきました髙野でございます。

今後１年間、九谷委員長を補佐し、一生懸

命円滑な委員会運営に努めてまいりたいと思

いますので、今後ともよろしくお願いいたし

ます。委員各位また執行部の皆様方の御協力

をよろしくお願いいたします。

簡単ではございますが、あいさつとさせて

いただきます。よろしくお願いします。

○九谷弘一委員長 ４月に人事異動があって

おりますので、幹部職員の自己紹介をお願い

いたします。

自己紹介は、課長以上については自席から

お願いいたします。

また、審議員及び課長補佐については、別

に配付しております職員名簿により紹介にか

えさせていただきます。

それでは、田農林水産部長から順次お願

いをいたします。

（田農林水産部長、福島農林水産部次

長～尾山漁港漁場整備課長の順に自己

紹介）

○九谷弘一委員長 どうもありがとうござい

ました。１年間、このメンバーで審議を行い

ますので、よろしくお願いをいたします。

それでは、主要事業の説明に入りますが、

質疑については、執行部の説明を求めた後に

一括して受けたいと思います。

また、本日の説明等を行われる際、執行部

の皆様は着席のままで行ってください。

それでは、田農林水産部長から総括説明

を行い、続いて各課長から順次説明をお願い

いたします。

○田農林水産部長 本日は、平成21年度最

初の委員会でございますが、九谷委員長、髙

野副委員長並びに各委員の皆様方には、この

１年間大変お世話になります。どうぞよろし

く御指導賜りますようにお願いを申し上げた

いと思います。

平成21年度農林水産部主要事業及び新規事

業の説明に先立ちまして、農林水産部関係の

組織改正の概要について御説明を申し上げま

す。

本庁におきましては、企業参入を含めた担

い手支援対策、農地の有効活用対策を充実強

化するため、農業経営課を農村・担い手支援

課に改編いたしました。

また、地域振興局におきましては、農業に

関する行政と普及をより現場に密着して一括

して行うことができるよう、農業振興課と農

業普及指導課を統合し、農業普及・振興課を

設けました。

これらの組織改正とあわせて、これまで以

上に、本庁と出先機関が一体となって農林水

産業施策の推進に取り組んでまいりたいと考

えております。

次に、緊急経済対策につきましては、県で

は４月10日に知事をトップとする経済危機対

策本部を設置いたしました。知事から、農業

重視で取り組んでいくので、知恵を結集して

積極的に対応するよう指示があったところで

あります。農林水産部としても積極的に対応

してまいりたいと考えております。

それでは、農林水産部の平成21年度予算で

ございますが、予算総額は、お手元にお配り

しております説明資料の３ページ、平成21年

度当初予算総括表のとおり、一般会計で643

、 、億1,046万円余 特別会計で10億6,720万円余

総額で653億7,767万円余となっております。

本県の農林水産業は、少子高齢化や過疎化

等による担い手の減少、農林水産物価格の低
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迷、消費者の食の安全・安心の確保などの課

題に直面しており、これらの課題に対して、

効果的な対応が求められております。

このため、農林水産部では、このような状

況を克服し、本県農林漁業者の安定した所得

確保や安全・安心な農林水産物の安定供給等

の責務を果たすため、さきに制定されました

くまもと地産地消推進県民条例の趣旨をしっ

かり受けとめて、施策を展開することとして

おります。

まず、農業関係では、消費者の信頼を得る

ことができる魅力ある産品を継続して生産で

きるよう技術開発を行うとともに、生産基盤

整備等を支援することとしております。

また、県農業を安定的に支える認定農業者

など、担い手への支援を引き続き行うととも

に、企業参入も含めた多様な新規就農・就業

を想定し、窓口整備や就業環境整備に取り組

むこととしております。

さらに、耕作放棄地及び休耕田を含む農地

の有効利用促進のため、担い手への農地集積

や学校等との連携による耕作放棄地の解消を

図るとともに、休耕田への米粉など非主食用

米の生産拡大対策などに取り組みます。

次に、林業関係では、森林の公益的機能を

維持し森林吸収源対策の推進を加速するた

、 、め 水とみどりの森づくり税を活用しながら

間伐等の森林整備やシカ被害の防止などに引

き続き取り組むこととしております。

また、林業・木材産業の振興のため、担い

手の育成・確保、県産材の需要拡大と供給体

制整備等の取り組みも引き続き推進してまい

ります。

次に、水産関係では、水産資源の回復によ

る豊かな海づくりのため、栽培漁業と資源管

理型漁業に一体的に取り組むとともに、作れ

い、覆砂等による漁場環境の保全、改善に引

き続き取り組むこととしております。

特に、稼げる水産業を目指し、新養殖種の

推進等による養殖県くまもとの復活対策の取

り組みを強化してまいります。

これらのほか、農業、林業、水産業全般に

おいて、本県の多種多様な農林水産物の販売

拡大のため、ＰＲ活動や情報発信等に取り組

むこととしております。

特に「くまもと」あるいは「熊本産」への

信頼、印象、認知度の向上を図るために、関

係団体と連携し「くまもと」という統一感の

あるＰＲ活動に力を入れてまいります。

具体的な施策や事業の内容につきまして

は、お配りしております説明資料の10ページ

以降、平成21年度主要事業及び新規事業とし

、 、てまとめておりますが 詳細につきましては

各課・総室長から説明を申し上げます。どう

ぞよろしくお願いを申し上げます。

最後に、その他報告事項で御説明いたしま

すが、国営川辺川土地改良事業につきまして

は、関係６市町村長が本年８月を目途に地元

の合意形成を図っていくとの意向であり、県

といたしましては、引き続き地元の動向等を

見きわめつつ、適切に対応してまいりたいと

考えております。詳細につきましても、後ほ

ど担当課長から御説明申し上げます。

、 。以上 どうぞよろしくお願い申し上げます

○九谷弘一委員長 ちょっと暑いようですか

ら、暑い方はどうぞ遠慮なく上着を脱いで結

構でございますので。

それでは、白濵農林水産政策課長。

○白濵農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。

それでは、常任委員会説明資料に基づきま

して、平成21年度主要事業及び新規事業を御

説明いたします。

３ページをお開きください。３ページは、

平成21年度当初予算総括表でございます。

４ページをお願いします。４ページから９

ページまでは、平成21年度予算の主要な施策

につきまして、１として平成21年度予算の基



- 4 -

本的な考え方、それから、中段に２として平

成21年度予算で取り組む施策につきまして

（ ） 。1 以下９ページまでお示ししております

なお、説明は省略させていただきます。

それでは、農林水産政策課の平成21年度主

要事業及び新規事業を御説明いたします。

資料の10ページをお願いします。

くまもと農・林・水「夢」挑戦事業でござ

います。

１の目的といたしましては、農林水産業施

策方針に基づきまして、くまもと農林水産業

再生会議からいただきました提言を受けとめ

まして、消費面からのアプローチとして、農

林水産業・農山漁村への理解醸成活動等を推

進いたします。また、生産面からのアプロー

チとして、今後の農業振興方策の検討及び県

の果たすべき役割を明確化する農業生産振興

連絡会議の実施・運営を行うこととしており

ます。

事業内容としましては、(1)の消費者がリ

ードする農林水産業再生プロジェクトと(2)

の農業生産振興連絡会議を開催するととも

に、(3)の地産地消を推進する取り組みや(4)

の農業フェア、(5)の農業振興を図るための

地域独自の活動を推進することとしておりま

す。また、(6)チャレンジする農林水産業者

等を支援することとしております。特に、地

産地消につきましては、くまもと地産地消推

進県民条例の制定を踏まえまして事業を展開

してまいります。

次に、11ページでございます。

安全安心なくまもと農林水産物ＰＲ促進事

業でございます。

目的の４行目に書いてございますが、大消

費地における本県農林水産物の信頼、印象、

認知度向上を図るため、首都圏におけるパブ

リシティーの展開、県認証制度のさらなる周

知強化等を図ることとしております。

、 、２の事業内容でございますが (1)として

知事トップセールス等に合わせてＰＲ活動を

集中的に行い、本県農林水産物の認知度向上

を図ることとしております。

(2)では 「有作くん」など、本県独自の各、

種認証制度や取り組み内容の消費者への周

知、販売促進に向けた活動を支援することと

しております。

12ページをお願いします。

農業研究センターの事業でございます。

くまもとオンリーワン農産物研究開発事業

といたしましては、オリジナル品種の育成・

選定を行いますとともに、栽培・飼養技術開

発を行うこととしております。

13ページをお願いします。

安全な農産物の生産技術高度化事業でござ

います。

事業内容でございますが、化学農薬に頼ら

ない病害虫制御技術の確立や環境に優しい施

肥技術の確立、バイオマス資源有効利活用技

術の開発を行うこととしております。

14ページをお願いします。

林業研究指導所でございます。試験調査事

業のうち、新植地のシカ食害防止の検証でご

ざいます。

事業内容でございますが、シカの習性に着

、 、目して シカ侵入防止ネットの構造を改良し

侵入防止効果の調査検証をするほか、ネット

資材として、中古のノリ網等の活用による設

置コストの低減効果の調査検証を行います。

15ページをお願いします。

林産物利用加工研究開発指導事業のうち、

「県産針葉樹単板を原料とした面材料とその

利用技術の開発」でございます。

事業内容でございますが、今後、面材料の

利用増加が期待される枠組み壁工法、在来軸

組み住宅の耐力壁、耐震改修における補強等

に使用できる面材料の開発を行うことといた

しております。

16ページをお願いします。

水産研究センターでございます。養殖重要

種生産向上事業でございます。
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この事業は、販売価格の低迷や生産コスト

の高騰、新たな疾病の発生等で不安定化して

いる本県養殖業の経営安定化を目的としてお

ります。(1)の魚病対策としては、新魚種養

殖技術開発を行うこととしております。

以上でございます。

○牧野団体支援総室長 団体支援総室でござ

います。

資料の17ページをお願いいたします。

まず、団体支援総室農林水産業制度資金で

ございます。

この事業、１の目的でございますが、資金

調達の面から、多様化する農林水産業者の経

営安定と生産力の増強等を支援するというも

のでございます。

２の事業内容のところに①②と書いてござ

います。①が、県が直接貸付または貸付資金

を提供する仕組み、それから②が、金融機関

が融資を行ったものに対して、市町村が利子

補給をした場合に県が助成するという、こう

いうふうな２つの仕組みをやってございま

す。

表にしております。農林水産の各分野に関

します主な資金につきまして、融資枠、対象

者、資金使途、予算額をまとめております。

資金名の括弧書きで、先ほど申しました貸付

または利子補給の２つの区別を記載してござ

。 、います 平成21年度の融資枠につきましては

一部資金需要動向を勘案して融資枠を調整し

ておりますけれども、必要な枠は確保できた

ものと考えております。

次に、18ページをごらんください。

続きまして、中核森林組合育成総合対策事

業でございます。

、 、この事業 １の目的でございますけれども

森林組合が、森林整備の重要な担い手といた

しまして、厳しい経営環境下におきましても

自立的経営を実現できる組合となるように支

援・指導を行うものでございます。このよう

な森林組合を中核森林組合ということで認定

することとしております。

２の事業内容でございますが、(1)から(3)

ございます。(1)は事務経費、(2)が系統体制

支援事業でございますが、県の森林組合連合

会が各森林組合を対象として研修や指導を行

うための経費についての助成事業でございま

す。それから、(3)森林組合経営基盤強化対

策事業でございますが、これは、各森林組合

が事業量の確保等の観点から森林所有者等に

対して低コストでできる施業方法の提案等を

行うため、森林の現況調査、計画策定、説明

会開催等の経費について助成を行うものでご

ざいます。

特に、集約化施業としてございますが、こ

れは、小面積森林所有者や不在地主等の森林

の施業を集約化することによりまして、事業

の効率化、それから組合の事業量の確保を図

るというものでございます。

一番下に太括弧書きで、中核森林組合とい

うことで認定する場合の基準を平成18年策定

の指導方針に基づきまして①から④まで記載

してございます。現在、森林組合数は県下17

ございますけれども、このうち７組合を中核

森林組合ということで認定しているところで

ございます。

次に、19ページをごらんください。

３つ目が漁協関係でございますが、漁協経

営強化対策事業でございます。

この事業は、１ですけれども、漁業協同組

合が、同じく経営を取り巻く厳しい環境の中

で漁業者の生産活動を支えるという役割を果

たしていけるように、漁協が取り組む事業改

革、それから経営改善等を支援するものでご

ざいます。

２番に事業内容としてございます。(1)と

(2)があります。(1)は、県の事務経費、それ

から(2)が、ア)とイ)ございます。ア）は、

漁協経営体質強化促進指導事業ということ

で、県の漁業協同組合連合会が各漁協に対し
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て事業改革等の指導を行う場合の経費補助で

ございます。それから、イ)は、事業名は非

常に似ておりますけれども、これは各漁協が

事業改革等を実施する場合の経費に対して助

成するものでございます。事業主体、事業期

間は記載のとおりでございます。

団体支援総室は以上でございます。

○村山農村・担い手支援課長 農村・担い手

支援課でございます。

説明資料の20ページをお願いいたします。

まず、担い手育成支援事業でございます。

これは、農業従事者の減少や高齢化が進みま

す中、担い手への施策の集中化・重点化を図

ることにしまして、特にこの事業におきまし

ては、担い手の最も大きな柱であります認定

農業者の認定促進を図りますとともに、経営

改善や法人化等を支援する事業でございま

す。

具体的には、２の事業内容の(2)にありま

すとおり、県農協中央会、農業会議などで構

成します熊本県担い手育成総合支援協議会に

おきまして、記載にあります①から⑤のよう

な制度研修会の開催や税理士等スペシャリス

トの派遣によります改善指導などを行ってい

くものでございます。

また、その下(3)には、市町村段階におき

ましても、市町村、ＪＡ、あるいはこれらで

構成します市町村担い手育成総合支援協議会

等によりまして、①から⑦にありますような

認定農業者の認定促進法人化に向けた支援活

動を進めていくということにしているところ

でございます。

次に、21ページをお願いいたします。

くまもとの農家経営「夢づくり」支援体制

確立事業でございます。

この事業は、個々の認定農業者に着目して

行うものでございまして、ＪＡや県、市町村

連携のもと、経営から指導、管理までの効率

的・効果的な支援を確立する事業でございま

す。

具体的な事業内容でございますけれども、

２の(1)にありますとおりの望ましい経営支

援体制のあり方の検討、それから(2)にあり

ます農家経営支援システム構想作成事業、こ

れはＪＡ中央会が作成するものでございまし

て、ここへの補助を行うものでございます。

次に、22ページをお願いいたします。

地域営農組織育成緊急支援事業でございま

す。

この事業は、もう一つの担い手の柱であり

ます地域営農組織が、将来にわたって地域営

農農業を担い、経営まで行う安定的な組織と

なるよう育成するための事業でございます。

それぞれの地域営農組織に応じまして、経営

力の強化を図りまして、法人化に向けた各種

支援策を講じるものでございます。

具体的には、２の(2)と(3)にありますよう

に、県や地域に設立されております地域営農

組織連絡協議会の活動促進、それから各種研

修会等による組織リーダーの育成、それから

農業機械の整理合理化への支援等を行うとい

うものでございます。

次に、23ページをお願いいたします。

地域営農組織法人化加速支援事業でござい

ます。

この事業は、地域営農組織の法人化をモデ

ル的に促進するための事業でございます。20

年度に税理士等のコンサルティングを受けま

した地域営農組織の中で、各地域のモデルと

なりますような――21年度は５組織を考えて

おりますけれども、これに対して助成を行う

ものでございます。

次に、24ページをお願いいたします。

24ページは、農地流動化推進事業でござい

ます。

この事業は、農地の担い手集積を進めます

ために、農地の売買を行う県農業公社、それ

から農地の貸借を行いますＪＡ農地保有合理

化法人の活動を支援するものでございます。
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２の事業内容の(3)の面的集積支援事業に

おきましては、これは新規事業でございます

けれども、市町村へのコーディネーターやＪ

Ａ合理化法人に面的集積専従者というものを

配置しますとともに、集積面積に応じまして

交付金を交付するものでございまして、ＪＡ

中央会や市町村、農業委員会とも連携しなが

ら、農地の面積集積を推進することにしてお

ります。

次に、25ページをお願いいたします。

耕作放棄地解消緊急対策事業でございま

す。

この事業内容は、農用地区域外に存在しま

す耕作放棄地の復元に対しまして、10アール

当たり３万円の助成を交付するものでござい

ます。営農上あるいは景観上の理由などで積

極的に活用すべき農地について事業対象とす

ることとしております。

なお、この事業は、単県で農用地区域外で

ございますけれども、これとは別に、国が直

接新規事業として行います農用地区域内を対

象とした事業もありまして、これらとあわせ

まして、耕作放棄地の付近を総合的に推進す

ることとしております。

次に、26ページをお願いいたします。

子どもたちによる耕作放棄地再生モデル事

業でございます。

この事業内容でございますけれども、耕作

放棄地を活用して小中学生が農業体験や食育

活動を行うことに対して助成することにして

おりまして、子供たちに農業や地産地消の大

切さを理解してもらうとともに、耕作放棄地

の解消のための機運醸成を図る事業でござい

ます。１カ所当たり60万円を上限にしており

ますが、予算の範囲内であればさらに箇所数

をふやすということも可能でございます。

次に、27ページをお願いいたします。

新規就農者等支援対策事業でございます。

この事業は、農業への意欲ある人材を確保

するため、他産業からの新規参入者など、多

様なニーズに対応した就農支援対策を行う事

業でございます。

２の事業内容のとおり、(1)就農相談窓口

の整備、それから企業参入促進、(3)県立農

業大などの研修、(4)青年農業者クラブの活

動支援などでございます。

特に、(2)にあります企業参入促進につき

ましては新規事業でございまして、参入を希

望する企業のニーズ調査、それから農地情報

の収集など、企業参入促進のために必要な事

業を追加しておるところでございます。

次に、28ページをお願いいたします。

女性・高齢農業者バックアップ事業でござ

います。

この事業は、農業経営に参画します女性農

業者、それから高齢農業者の多様な活動を支

援する事業でございます。

事業内容は、２にありますとおり、農業女

性アドバイザーの認定や家族経営協定の推進

等、女性農業経営者の支援、それから女性・

高齢農業者の企業活動等の支援、さらに男女

共同参画社会づくりの総合的推進などを行う

ものでございます。

次に、29ページをお願いいたします。

経営構造対策事業でございます。

この事業は、地域ぐるみで農業構造を変革

していくため、農産物の生産・加工・流通・

販売等のための施設を総合的に整備しまし

て、認定農業者など担い手の確保、育成を図

る事業でございます。今年度は、玉名市南部

地域ほか３地区で、主としてリースハウス等

の設置を計画しているものでございます。

最後に、30ページの都市農村交流対策事業

をお願いいたします。

、 、この事業は 農業・農村の活性を図るため

都市住民と農村の交流を促進する事業でござ

います。

２の事業内容(1)と(2)にありますとおり、

都市住民に対する交流から滞在につながるよ

、 、う 受け入れのためのさまざまなソフト事業
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それからそれに必要な施設整備を行うことと

しております。

農村・担い手支援課の説明は以上でござい

ます。

○渡辺農業技術課長 農業技術課長の渡辺で

ございます。

31ページからお願いいたします。

地域農業サポーター活動促進事業でござい

ます。

農村において農業指導者が不足していると

の声にこたえまして、昨年の末に、改良普及

員等のＯＢ、ＯＧを地域農業サポーターとし

てボランティア活動を委嘱しております。サ

ポーターには退職後相当期間がたっている方

もおられますので、本年度は本格的な活動が

できますよう、退職以後の新たな農業施策や

制度の動き、農業をめぐる社会情勢の変化、

さらには、新たに開発された農業生産技術等

についての研修や情報提供を行うことでサポ

ーターの活動を支援していくこととしており

ます。現在、普及員ＯＢ18名、ＪＡ指導員Ｏ

Ｂ３名、農業高校ＯＢ３名、計24名に活動を

お願いしているところでございます。

32ページでございます。

農薬適正使用総合推進事業でございます。

農作物への農薬の使用に当たりましては、

農薬取締法のほか、食品衛生法に基づきます

ポジティブリスト制度や熊本県食の安全安心

推進条例が関係しております。農家に適正使

用をアドバイスする農薬適正使用推進員等を

対象としました講習会の開催、ポジティブリ

スト農薬の一斉分析、あるいは農薬取り締ま

り等を通じまして、農薬の適正使用と県産農

産物の安全確保に努めてまいります。

また、稲やトマトのようなメジャーではな

い作物としまして、例えばニガウリ、オクラ

などマイナーな作物につきましては、使用可

能な登録農薬がないか、あるいは限られてい

ることもございます。農薬メーカーと連携し

ながら、マイナー作物への農薬登録の拡大試

験に取り組んでいくこととしております。

33ページ、くまもとグリーン農業推進事業

でございます。

環境や食の安全・安心への消費者への関心

が高まる中、これらに配慮した農業の取り組

みをくまもとグリーン農業として土づくり、

減農薬、減化学肥料等による環境負荷軽減を

推進するとともに、消費者の理解促進を図り

ながら生産と流通の拡大を目指すこととして

おります。

事業内容としましては、グリーン農業の推

進大会、化学肥料や農薬の削減に取り組むエ

コファーマーや熊本独自の制度でございます

「有作くん」の認証の促進、あるいはこれら

の農業のモデル実証展示を行うこととしてお

ります。

34ページ、農地・水・環境保全向上対策事

業のうちの営農活動支援部分でございます。

この農地・水・環境保全対策につきまして

は、２階建ての制度となっておりまして、１

階部分につきましては、農地や用水路を地域

ぐるみで保全する活動を支援するもので、農

地整備課の所管となっております。私どもと

しましては、この２階部分につきまして、こ

れらの地域で先進的な環境保全型農業に取り

組む活動に対しまして支援するものでござい

ます。

具体的には、堆肥の散布などの基礎的な環

境保全活動と化学肥料や農薬を削減する取り

組みに対して支援金を交付するものでござい

ます。必要な経費は、国が２分の１、県と市

町村がそれぞれ４分の１ずつ負担することと

しております。

農業技術課は以上でございます。

○麻生農産課長 農産課でございます。

35ページをお願いいたします。

くまもとの米・麦・大豆魅力アップ事業に

つきましては、多様な消費者ニーズにこたえ
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るため、米・麦・大豆の生産性の向上を図る

とともに、安全性や食味の追求、低コスト化

等の生産対策及び販売対策、また、食育消費

拡大のためのＰＲ活動を行うものでございま

す。内容としましては、県の推進費と団体に

対する補助事業でございます。

次に、36ページをお願いいたします。

いぐさ・畳表生産体制強化緊急対策事業で

ございます。

現在も中国との厳しい競争が続く中、国産

畳表の生き残りを図るため、イグサの畳表の

高品質化等に取り組む生産者を支援するた

め、緊急措置として、ハーベスタなど共同機

械利用の整備による生産者の育成及び技術実

証圃の支援を行うものでございます。

次に、37ページをお願いいたします。

生産総合事業、これは国の国庫事業でござ

いまして、農産物の計画的生産、高品質農産

物の供給体制の確立、施設機械等の整備を総

合的に実施するものでございまして、主な事

業内容等についてはお手元の資料に記載され

ているとおりでございます。

次に、38ページをお願いいたします。新規

事業でございます。

非主食用米総合推進事業につきましては、

いわゆる適当な転作が見つからないことなど

から、休耕田が現在県内で発生をしておりま

す。その一方で、国産飼料や加工用米への需

要が高まるなど、政策的ミスマッチが起こっ

ておりますので、このような状態を踏まえて

今回の事業を展開するものでございます。

具体的には３つの事業に分かれておりまし

て、休耕田におきまして米粉用米、飼料用米

を植えつけた場合、国の助成金とあわせて生

産費が補てんできるよう、県単独で２万4,00

0円を補てんする、いわゆる生産費補てん事

業と、今後、やはり低コスト化を進めるため

の事業として、専用技術者の低コスト技術を

導入する低コストパイロットモデル地区を設

置する事業でございます。

それから、最後に、米粉の普及等につきま

して推進する推進事業と、４番目につきまし

、 、ては これは国の新しい事業でございまして

非主食用米の生産拡大に必要な施設の整備を

国庫補助として行うものでございます。

それから、現在、非主食用米の補てん事業

の２万4,000円につきましては、国の経済対

策の中で増額が予定をされておりますので、

仮に補てんがなされた場合につきましては、

国との財源構成が入れかわるというような形

になると想定されております。

○城園芸生産・流通課長 園芸生産・流通課

でございます。

39ページをお願いします。

野菜価格安定対策事業でございます。

野菜農家の経営安定を図るために、事業対

象の野菜の販売価格が保証基準額を下回った

場合、生産者に価格差補給金を交付するため

の資金造成を行うものでございます。

続きまして、40ページをお願いします。

園芸新たな挑戦強化対策事業でございま

す。

県単の補助事業でございまして、気候温暖

化を初めとした厳しい条件下にある野菜、果

樹、花卉産地の維持・発展を図るため、事業

内容欄にありますように、省エネ施設や温暖

化対応施設等の新たな技術や経営に挑戦する

ための施設・機械の整備や高品質な園芸作物

生産体制の整備に対する補助を行うものでご

ざいます。

、 。続きまして 41ページをお願いいたします

魅力あるくまもとブランド園芸産品づくり

推進事業でございます。

県が推進します信頼と魅力あるトップグレ

ード産品づくりに向けた産地での生産拡大

等、こだわりの品質管理体制づくり並びに生

産出荷に係る施設の整備等への支援を行うも

ので、新規事業でございます。

このトップグレード産品につきましては、
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温州ミカンをこだわりを持って栽培しまし

て、ミカンの内袋がやわらかくて、薄くて、

食べるととろけるような味のする「とろける

ミカン」とか、特産のデコポンについては、

低温貯蔵で熊本県は全国で一番遅い５月まで

、 、品質を保って出荷できますけれども さらに

保温資材を用いまして、お中元用のデコポン

ということで出荷することなどに取り組みた

いというふうに考えております。

、 。続きまして 42ページをお願いいたします

くまもとの宝トップセールス事業でござい

ます。

県産農林水産物について、国内外の市場の

確保と規模拡大を図るため、知事が生産者団

体とともにトップセールスを展開するもので

ございまして、あわせて県内生産者の意欲の

向上につなげたいというふうに考えておりま

す。

事業内容としましては、試食会、商談会、

熊本フェアの開催、知事が訪問されるときの

県産品のＰＲ、海外は、シンガポールなど東

南アジア１カ国を計画しております。

、 。続きまして 43ページをお願いいたします

総合直販サイト推進事業でございます。

インターネット人口は8,700万人を超えた

と言われまして、ネット購入も一般化してお

ります。市場規模は３兆円とも言われており

まして、そのうち食料品は13％というふうな

統計もございます。ネット販売という流通チ

、 、ャネルにつきまして 専門的知識の習得とか

インターネットにつきましては、不特定多数

に瞬時に情報が発進されるということで注意

する点も多々あろうかというふうに思いま

す。それらの事柄につきまして、農業団体、

生産法人などの生産者組織の方々と一緒に勉

強しようというものでございまして、新規事

業でございます。

以上、園芸生産・流通課の主要事業・新規

事業でございます。

○高野畜産課長 畜産課でございます。

資料の44ページをお願いいたします。

くまもと和牛緊急増頭対策事業でございま

すけれども、この事業の目的といたしまして

は、本県は全国第４位の和牛の生産県でござ

いまして、この生産体制の基盤強化及びブラ

ンド力強化を図るために、繁殖雌牛の緊急的

な増頭支援を行うものでございます。

事業内容といたしましては、現在30頭程度

の規模のモデル農家を選定いたしまして、こ

れらの農家を50頭規模まで引き上げまして、

繁殖牛の専業経営を目標に、あわせまして自

給飼料の増産を行いまして繁殖牛の導入を支

援するものでございます。

事業主体は、農協連等でございまして、県

下に15戸のモデル農家を選定いたしまして、

増頭と並行して、技術及び収益面での調査指

導を実施してまいるものでございます。

、 。続きまして 45ページをお願いいたします

家畜畜産物価格安定対策事業でございます

、 、けれども この事業の目的といたしましては

肉用子牛、肉豚、鶏卵の価格安定を図るため

に、基金造成を行いまして、畜産農家の経営

安定を図るものでございます。

事業内容といたしましては、ここに(1)か

、 、ら(3)に書いておりますけれども 肉用子牛

肉豚、鶏卵、それぞれの部分につきまして基

金を造成いたしまして、販売価格が基準価格

を下回った場合に農家に補てんするものでご

ざいます。

３のその他の(2)のところに書いておりま

すけれども、これらの基金は、国、県、農業

団体、農家がそれぞれの割合で基金を造成し

ておるところでございます。

46ページをお願いいたします。

くまもと畜産物流通戦略対策事業でござい

ますけれども、この事業の目的といたしまし

ては、本県畜産物のブランド化や高付加価値

化を通じまして、競争力の強化や円滑な流通

を推進するものでございます。
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事業内容といたしましては、(1)から(6)ま

で書いておりますけれども、特に農業研究セ

「 」ンターで開発いたしました ひごさかえ肥皇

「天草大王」これらの県産ブランドとしての

普及や、(3)のところですけれども、これは

、 「 」県産牛肉 現在のところ くまもと黒毛和牛

「くまもとあか牛 「くまもと味彩牛」とい」

うことで販売しておりますけれども、それら

のＰＲ、それと(5)の県産牛乳関係の消費拡

大を推進するための事業でございます。３の

ところの(1)に書いておりますが、それぞれ

の事業主体へ助成をするものでございます。

、 。続きまして 47ページをお願いいたします

熊本県食肉輸出促進対策事業でございます

が、これは新規事業でございます。

目的といたしましては、菊池市の七城にあ

ります熊本県畜産流通センター、これは昭和

47年度に整備しておりまして、現在37年が経

過しております。そのため、老朽化が進み、

耐震構造不足等が指摘されているような状況

でございます。そこで、この畜産流通センタ

ーを輸出対応型の食肉センターへ整備するた

めの補助を行うもので、輸出可能な高レベル

の食肉としてのブランド化を図りたいと思っ

ております。

その他のところの事業主体でございますけ

れども、事業主体は、株式会社熊本県畜産流

通センターでございまして、国、県での補助

を考えているところでございます。一応事業

期間といたしましては、21、22年の２カ年間

を予定しているところでございます。

、 。続きまして 48ページをお願いいたします

畜産総合対策事業でございますけれども、

この事業目的といたしましては、畜産農家の

経営改善を図るためのコンサルタント等の専

門家による飼養管理技術や経営技術の助言及

び自給飼料の増産・利用拡大を推進するため

の事業でございます。

事業内容といたしましては、(2)のところ

に書いておりますけれども、畜産総合対策事

業につきましては、自給飼料増産を図るため

の施設・機械、こういったものの導入を図る

こととしております。

49ページをお願いいたします。

配合飼料価格高騰対策緊急支援事業でござ

いますけれども、この事業の目的といたしま

しては、配合飼料の価格が高騰、特に昨年度

は18年の９月から値上がりを始めたわけでご

ざいますけれども、そのときに比べますとや

っぱり1.6倍ぐらいまで値上がりし、現在は

やや低下しておりますけれども、高値安定で

推移しているような状況でございます。

そういったことで、畜産農家の経営も非常

に厳しく、それらの農家を側面から支援する

ための事業でございまして、事業内容といた

しましては、自給飼料の生産拡大をするため

の飼料貯蔵施設、一般的にはバンカーサイロ

と言っておりますけれども、こちらの設置や

飼料米を推進するための畜産農家での実証展

示を実施するものでございます。

、 。続きまして 50ページをお願いいたします

公社営畜産基地建設事業でございますけれ

ども、この事業の目的といたしましては、飼

料基盤の整備や畜舎、機械等を一体的に整備

し、土地の有効利用や畜産振興を図る事業で

ございまして、事業内容といたしましては、

現在、阿蘇東部地区、これは阿蘇市と産山村

でございますけれども、それと宇城上益城地

区、今この地区の事業を進めているようなと

ころでございます。

畜産課は以上でございます。御審議よろし

くお願いいたします。

○宮崎農村計画・技術管理課長 農村計画・

技術管理課でございます。

まず、51ページをお願いいたします。

農業農村整備事業全般につきまして御説明

を申し上げます。農業農村整備事業につきま

しては、農地、農業用水を整備、保全するこ

とによりまして、熊本の農業・農村を支えま
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す非常に重要な事業でございます。

事業内容といたしましては、(1)にござい

ます営農や地域の特性に応じました農業生産

の基盤ということで県営のかんがい排水事業

など、(2)といたしまして、農地や農業用水

などの農村資源の保全管理ということで、基

幹水利施設ストックマネジメント事業など、

最後３番目でございますけれども、快適で安

全、安心な農村の生活環境の整備ということ

で、農地防災事業等の事業につきまして、地

域の状況に応じまして、効果的に効率的に進

めてまいりたいというふうに思っておりま

す。

52ページでございます。

農業農村整備調査計画費でございます。

目的でございますけれども、資料の目的の

２番目にございますけれども、これにつきま

しては、将来県営事業として整備が必要な地

区につきまして、事業着手前に地域調査、整

備構想の検討を行いまして事業計画を策定

し、農業生産基盤の計画的な整備を図るため

のものでございます。

事業内容につきましては、その下の２に記

載しておりますけれども、(1)及び(2)におき

ましては、農業用水や排水の基礎的な調査、

事業計画の作成、それから３番目(3)(4)にお

きましては、畑作振興に不可欠な水源等の調

査、それから農地防災事業の基礎的な調査な

どを行うものでございます。

次に、53ページをお願いいたします。

国営土地改良事業等でございます。表に記

載しておりますのが、平成21年度、本年度の

実施継続地区でございます。

その中で川辺川地区につきましては後ほど

御報告をいたしますけれども、地元の合意形

成が依然として不透明な状況でございますの

で、事業といたしましては、昨年度に引き続

きまして、今年度も事業の休止の状態という

ことでございます。

、 、それから 大野川上流地区におきましては

水源でございます大蘇ダムの浸透問題に対し

まして、国は本年度も引き続き試験湛水を行

うことということでございます。一方、国営

事業の主要施設につきましては、既に完成を

しておりますので、地元農家へ御説明をした

後、今月中には熊本県側につきましても試験

的に一部給水が開始される予定になっており

ます。

最後でございますが、54ページをお願いい

たします。

農業農村整備推進交付金でございます。

この交付金につきましては、市町村や土地

改良区が実施をいたします団体営農業農村整

備事業に対しまして、これまで各事業ごとに

継ぎ足し補助として助成をしておりました県

単独の補助金を整理統合いたしまして、新た

に農業農村整備推進交付金として支援を行う

ことによりまして、事業の効果的・効率的な

展開を図るものでございます。

農村計画・技術管理課は以上でございま

す。

○大薄農村整備課長 農村整備課でございま

す。

55ページをお願いいたします。

県営かんがい排水事業でございます。

農業生産の基礎となります水利条件の整備

を行い、水利用の安定と合理化及び水田の汎

用化を図るために、農業用水路や排水施設等

を整備します。また、基幹的施設の補修のほ

か、ため池等の水辺空間を活用した快適な農

村生活環境の整備を推進します。

事業内容につきましては、記載のとおりで

ございます。地区数19地区について、今年度

は実施してまいりたいと考えております。

次に、56ページでございます。

県営経営体育成基盤整備事業につきまして

は、水田の区画整理や用排水路、農道等の基

盤整備とあわせて、農地の利用集積に向けま

したソフト事業を一体的に実施して、生産性
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の高い農業構造の実現を図ります。

事業内容につきましては、記載のとおりで

す。また、事業の種類、６種類の事業で実施

してまいりたいと考えております。

57ページでございます。

農道整備事業につきましては、広域農道、

農免農道、一般農道、ふるさと農道事業で、

農業生産活動の効率化と農産物の流通の合理

化による農業生産性の向上、あわせて農村環

境の改善を図ります。事業の内容は、農道の

新設及び改良、既設農道の点検・診断及び補

修・保全を行います。

58ページをお願いします。

海岸保全事業でございます。

、 、 、高潮 波浪 または津波等の海象災害から

海岸背後地の生命・財産を防護するために、

堤防や消波工等の施設の新設、または改修を

行います。また、老朽化した堤防や樋門等、

海岸保全施設の補修を行い、機能の回復を図

ります。

59ページをお願いします。

中山間地域等直接支払事業についてでござ

います。

条件の不利な中山間地域で農業生産活動を

行われております農業者の方々に対して、多

面的機能を確保するという観点から、直接支

払交付金を交付するものでございます。

当事業につきましては、平成12年度から１

期対策、また、平成17年度から21年度まで５

カ年の２期対策を実施しておりますが、今年

度は最終年度となっております。今後とも引

き続き事業が実施できますよう、国等にも要

望を強めていきたいと考えております。

60ページをお願いします。

農地・水・環境保全向上対策事業でござい

ます。

本県農業の持続的な発展と多面的機能の健

全な発揮を図るもので、その基盤となります

農地や農業用水等の資源の保全・管理のため

に、農家、非農家が地域ぐるみで取り組む草

払いや水さらい等、共同活動に支援を行いま

す。先ほど農業技術課から説明がありました

とおり、営農活動への支援等を含めまして実

施してまいります。

以上でございます。

○織田森林整備課長 森林整備課でございま

す。

まず、61ページの森林整備地域活動支援交

付金事業でございます。

この事業は、間伐などの森林施業の前段に

必要となる活動ですとか、森林施業の集約化

に必要な活動、こういったものを支援する事

業でございます。どういった活動かと申しま

すと、２の事業内容の表の３列目の対象行為

の欄をごらんいただきたいと思いますけれど

も、１つは、１段目にありますように、森林

所有者等が間伐などの森林施業を行う前段で

行います作業区域の明確化ですとか歩道の整

備といった活動、それから２段目にあります

林業事業体等が森林施業の集約化を行う際に

必要となります森林情報の収集のための活

動、さらに、３段目にありますように、森林

情報の収集活動とあわせて行います所有界を

明らかにするための活動、こういった活動を

支援するために、市町村が林業事業体・所有

者等に対しまして交付金を交付する、それを

県が支援するという事業でございます。

次に、62ページをお願いいたします。

森林環境保全整備事業でございます。

この事業は、森林の整備を推進するメーン

となる国庫補助事業でございまして、森林所

有者や森林組合等が行います植栽、下刈り、

間伐などの一連の造林・育林に対して補助を

行うものでございます。

次に、63ページの水とみどりの森づくり事

業でございます。この事業は、水とみどりの

森づくり税を活用した事業でございます。

２の事業内容に掲げております各事業を簡

単に御説明いたしますと、(1)の針広混交林
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化促進事業につきましては、森林所有者によ

る管理が放棄された人工林を対象にいたしま

して、強度の間伐を行って針葉樹と広葉樹の

まじった森林に誘導する補助事業でございま

す。

(2)のくまもと未来の森林植林加速化緊急

、 、 、事業は 内容的に２つございまして １つは

皆伐後放置された林地にどうしても放置でき

ないといった場合に、県が広葉樹等の植栽を

行う事業ですし、もう１つは、森林所有者等

が植栽を行う場合に、苗木代の一部を補助す

る事業でございます。

(3)のシカ等森林被害防止対策事業は、シ

カ被害防止施設の資材費に対する補助を行う

ものでございます。

(4)の水とみどりの森づくり推進事業は、

住民団体・ボランティア団体等が行います森

づくり活動等を支援する事業でございます。

次のページの64ページをお願いします。

(5)の水とみどりの森づくり普及促進事業

につきましては、県民の皆様に、森林あるい

は森づくりの重要性を理解してもらうための

フィールド・機会・情報等を提供する事業で

ございます。

次に、65ページの森林被害(シカ)対策事業

でございますけれども、この事業は、シカに

よる森林被害を防止するための対策を再掲分

も含めてまとめたものでございます。

２の事業内容のうち(1)は、先ほど説明し

ました森林環境保全整備事業のメニューとし

て、植栽や間伐等をあわせて行います被害防

止施設の設置に対する補助でございますし、

あと(2)(3)も、先ほど説明しました水とみど

りの森づくり税を活用した対策でございま

す。

(2)は、所有者が植栽をした後に、シカ被

害に遭い放置された林地について、県が広葉

樹等を植栽する事業でございますし また(3)、

は、所有者がシカ被害防止施設を設置する場

合に、資材費の一部を補助する事業でござい

ます。

続きまして、66ページの林業公社事業でご

ざいます。この事業は、熊本県林業公社に対

しまして、事業運営費の貸付等を行うもので

ございます。

３のその他の(2)の経営改善の取り組みの

部分でございますけれども、林業公社につき

ましては、木材価格の低迷等によりまして依

然として厳しい経営条件にあるということ

で、平成17年から、有識者による経営改善推

進委員会というものを設置いたしまして、一

層の経営改善方策ですとか林業公社のあり方

について検討を行っていただきまして、昨年

８月に、最終的に林業公社の今後のあり方に

関する方針という県の方針を決定したところ

でございます。今後、この方針に基づきまし

て、分収割合の見直しなどの追加的改善策が

着実に実行されるよう、林業公社を支援、指

導していくこととしているところでございま

す。

最後に、67ページの県有林事業でございま

す。

この事業は、県有林の管理経営を行うもの

でございまして、具体的には、２の事業内容

にございますように、境界の管理あるいは分

収林契約関係の事務等を行います(1)の県有

林管理事業、それから間伐などの森林整備を

、 、行います(2)(3)の県有林整備事業 さらには

分収林の売り払い等に関連いたします立木処

分事業などを実施することとしております。

森林整備課関係は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。

○藤崎林業振興課長 林業振興課です。

68ページをお願いします。

まず、林業・木材産業振興施設等整備事業

ですが、林業振興を図るために、素材生産か

ら加工、流通に至るさまざまな分野で施設を

整備し、競争力のある産地形成を目指すため

のもので、本年度は、高性能林業機械４台、
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製材施設、これはプレカットの加工施設、木

くずだきのボイラーなどですが、それらを導

入・整備することとしております。

次に、69ページをお願いします。

林業担い手の育成・確保対策ですが、平成

17年度の国勢調査結果によりますと、本県の

林業就業者は1,655人と、前回平成12年調査

時の31％減少となっております。今後、地球

温暖化防止対策や新生産システム対応のため

に、森林整備に関します事業量は増加するも

のと考えられております。そのため、林業技

術の習得や安全指導のための研修を実施し、

林業従事者の育成・確保を支援するもので

す。高校生の林業体験機会の提供や女性の林

業担い手への各種研修等も実施していきま

す。

次に、70ページをお願いします。

特用林産物及び緑化木生産の振興対策です

が、木材生産を除きますしいたけなどの特殊

林産物は、山村地域におけます貴重な収入源

であり、その生産振興や需要拡大を図ること

としております。また、緑豊かな環境をつく

ります緑化木を安定的に供給する体制をつく

っていくこととしております。

次に、71ページをお願いします。

新規事業です。山の幸地域づくり支援事業

ですが、山村の地域特性や人材を活用し、定

住者の短期収入の確保を図り、地域の活性化

や定住化を進めることとしており、特用林産

物を核としました食材の供給、さらにツーリ

ズムなどを組み合わせたプランづくりに対す

る支援を行ってまいります。体制整備や山の

幸の試験栽培や商品化等の試行も行うことと

しております。

続きまして、72ページをお願いします。

林道事業ですが、林道は、効率的な林業経

営や森林の多面的機能の持続的な発揮のため

に重要であり、かつ森林の総合利用の促進、

山村の生活環境の改善、さらに地域産業の振

興等にとって必要な施設であります。

現状は、平成10年に策定しました民有林林

道網整備計画に示しました整備目標の約45％

の進捗となっております。本年は、緑資源幹

線林道菊池人吉線の矢部―泉区間を含みます

10路線の県営開設工事を初めとします計39路

線について事業を実施することとしておりま

す。

次に、73ページをお願いします。

森を育てる間伐材利用促進事業ですが、間

伐を必要とします森林の間伐を推進しますと

ともに、間伐材の利用を促進するため間伐材

流通経費の一部を助成し、県内人工林の適正

管理及び間伐材の安定供給に資するもので

す。市町村が助成します場合、その２分の１

を県が助成することとしておりまして、１立

。方メートル当たり4,400円の補助となります

次に、74ページをお願いします。

県産材需要拡大対策事業ですが、林業・木

材産業の活性化を図るため、品質の確かな製

品の供給体制を整備しますとともに、木のよ

さを積極的にＰＲし、住宅等への県産材利用

を促進するもので、本年度は、人工乾燥機等

をリース導入する際のリース料の一部助成や

木造住宅を新築する際の柱90本プレゼント事

業、県産木材を利用すれば地球環境や生活環

境の保全に有効であることを消費者にお知ら

せし、県産木材の利用促進を図る認証事業、

木に親しむ環境をお示しし県産材利用を促進

するとともに、森づくり税の普及啓発を推進

する事業等を行うこととしております。

以上です。

○久保森林保全課長 森林保全課でございま

す。

資料の75ページをお願いいたします。

保安林整備事業でございます。

この事業につきましては、気象災害等、す

なわち台風あるいは病虫害等でございますけ

れども、そういったものの災害により、水源

の涵養や土砂流出防止等の公益的機能が低下
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した保安林の機能を回復するために実施する

ものでございます。

事業内容といたしましては、改植や本数調

整伐を伴う保安林改良事業や下刈りや徐伐を

行う保安林保育事業がございます。

次に、76ページをお願いいたします。

治山事業でございます。

治山事業につきましては、山地に起因する

、 、災害から県民の生命や財産を守り 水源涵養

土砂流出等の森林機能を増進するために行い

ます治山事業や地すべり防止事業がございま

す。

今年度につきましては、平成17年度発生の

台風14号災、平成18年から20年の梅雨時期の

豪雨災の復旧を重点的に行うとともに、水源

の涵養等公益的な機能を高めるための森林整

備を実施いたします。さらに、大規模な土砂

の移動を伴う地すべりについては、地すべり

防止事業による対策工事を昨年度から阿蘇ほ

か１カ所で実施しております。

以上でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。

○神戸水産振興課長 77ページをお願いいた

します。

くまもと四季のさかな流通支援事業でござ

います。

事業内容の(1)につきましては、平成14年

度に制定いたしましたくまもと四季のさかな

17魚種について、ブランド化の推進、イベン

トの開催などを通じて、四季のさかなの消費

拡大を目指すものです。また、(3)につきま

しては、県内の漁船漁業漁獲量の６割を占め

る天草漁協の販路拡大のため、商品開発等の

ための経費を支援するものでございます。

次いで、78ページをお願いいたします。

くまもと地魚マスター認証制度事業でござ

。 。います 平成21年度の新規事業でございます

事業内容の(1)と(2)につきましては、県産

魚介類の地産地消を推進するため、魚屋さん

や料理人さんを対象にいたしまして、県産魚

介類の漁法や栄養価などの基礎知識を学んで

いただき、消費者に対して県産魚介類のよさ

をＰＲしていただき、県産魚介類の消費拡大

を図るものです。講座の実施、募集事務等を

県漁業協同組合連合会に委託して実施し、年

間30名、３カ年で約100名の地魚マスターの

養成を計画いたしております。

それでは、79ページをお願いいたします。

有明海再生拡充事業でございます。

この事業につきましては、３のその他のと

ころにコメントを入れておりますが、平成20

年６月の諫早湾干拓事業訴訟の佐賀地裁判決

を受け、当時の若林農林水産大臣が、有明海

の再生に向けた取り組みをこれまで以上に拡

充・強化することと発言されたことから、国

では、平成21年から23年度にかけて、有明海

の再生に向けた新たな取り組みを行うことに

なりました。

県では、(1)の有明海漁業振興技術開発事

業で、クルマエビほか３魚種について、放流

サイズの大型化と放流尾数の増加を有明沿岸

３県と共同で実施してまいります また (2)。 、

の有明海特産魚介類生息環境調査では、海底

の底質の改善を目的といたしまして、干潟の

海側の水深が深い海域の海底耕うんを行い、

クルマエビの生息に対する効果を把握してい

きます。

、 。続きまして 80ページをお願いいたします

みんなで育てる豊かな海づくり事業でござ

います。

栽培漁業と資源管理型漁業を一体化して資

、 、源の持続的利用を図るもので 栽培漁業では

放流種苗の生産委託費、放流事業への支援、

。 、放流効果調査の経費を含んでおります また

資源管理の面では、資源回復計画を策定して

おりますアサリなどの４魚種の計画に関する

振興管理を行うとともに、漁業者が行う資源

管理を支援してまいります。

、 。続きまして 81ページをお願いいたします
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持続的養殖生産推進事業でございます。

本県の漁業生産の７割強を占める養殖漁業

につきまして、高水温化や環境の変化に対応

し、安定的な養殖生産の確保を図るため、魚

類、ノリ、真珠等の漁場の改善、養殖技術の

改善と品種の改良を行ってまいります。

最後に82ページでございます。

安心につなげる養殖魚づくり推進事業でご

ざいます。

本県の主要養殖魚種でございますマダイ、

ブリ、トラフグについて、適正な養殖を行っ

ていらっしゃる養殖業者を県漁連と県が適正

養殖認証業者として認証し、養殖魚の安全性

の確保と消費者への安心の確保を目指してお

ります。

以上でございます。

○尾山漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

す。

83ページをお願いします。

、 、水域環境保全創造事業ですが この目的は

効能が低下している漁場の生産力の回復や水

産資源の生息場の環境改善を図るために、覆

砂による底質改善や藻場造成等を行います。

事業内容ですけれども、有明海、八代海の

干潟域等におきまして、県営漁場整備事業を

３漁場で、市営漁場整備事業を２漁場で、覆

砂及び藻場造成を実施します。

次に、84ページをお開き願います。

広域漁港整備事業ですが、安全で安心な水

産物の安定的・効率的な供給を図るため、漁

港の計画的な整備により、水産物の生産、流

通の拠点づくりを推進します。

事業内容ですが、牛深、御所浦、塩屋、二

江、丸島漁港の県管理５漁港におきまして、

漁港施設、防波堤、突堤、物揚げ場等の整備

を推進します。

次に、85ページをお願いします。

漁港関係海岸保全事業ですが、本県の海岸

は、約1,090キロの延長があります。このう

ち301キロメーターが水産庁所管の漁港海岸

で、そのうち224キロを漁港海岸保全区域に

指定しております。

事業内容ですが、高潮、波浪、津波等によ

る被害から漁業集落における住民の生命、財

産を守るために、海岸環境の整備、海岸の適

正な利用を図るため、海岸保全区域内の堤防

護岸等施設の整備を行います。県事業は１海

岸、市町事業は３海岸で整備を行います。

以上、説明を終わります。

○九谷弘一委員長 以上で執行部の説明が終

、 。わりましたので 質疑を受けたいと思います

質疑はありませんか。

○井手順雄委員 17ページ、団体支援総室に

お聞きしますけれども、農業近代化資金とか

漁業近代化資金とありますね。このうち１件

当たりの上限は、農業と漁業はどうなってい

ますか。

○牧野団体支援総室長 農業近代化資金です

ね――少々お待ちください。済みません。

まず、農業近代化資金ですけれども、事業

によってちょっと違いますが、例えば経営規

模拡大、こういうふうな場合は、個人が1,80

0万とか法人が3,600万、それは事業によって

上限が違います。それから、漁業近代化資金

につきましても、個人が9,000万、法人が１

億8,000万、漁協が12億とか、こういうふう

な形で上限が決まっております。

○井手順雄委員 今、漁業の方は、私が聞い

たところによると2,000万までと。例えば、

船を買うとか、そういう機械類を買うための

ときには、漁業の方は上限が2,000万と。そ

して農業の方は4,000万かな。そういう上限

で、漁業と農業と限度が違うんですよ。これ

はどうしてかな。
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○牧野団体支援総室長 まず、漁業の方の2,

000万と言われましたのは、これは沿岸漁業

改善資金という別の資金だと思います。これ

は県の資金でございまして、近代化資金とは

また使い道が違うといいましょうか。ですか

ら、対象に応じて資金が違うという形だろう

と思います。

○井手順雄委員 そしたらね、結局何を言い

たいのかといいますと、今船をかえようとい

うような方がたくさん――たくさんという

か、10軒とかいらっしゃるんですけれども、

県の無利子のいわゆるそういう制度にのせよ

うと思っても、１台が今3,700万ぐらいする

そうです、船が。そして、それにのってくる

ような事業はないそうですたいな、漁業に関

しては。何とかそういう事業あたりを、船１

台分ぐらいの上限があるような枠をつくって

いただければなというふうな要望がたくさん

来ているわけですたいな。それに対して、何

か県の方として対策は立てられますか。急で

済みませんが。

○牧野団体支援総室長 漁業につきまして

は、大きく分けまして、漁業近代化資金とい

う利子補給をやりますやつと、それから沿岸

漁業資金という、これは県が直接貸し付ける

やつ、それからあと、政策金融公庫の資金が

ございます。それで、事業とそれから資金に

応じまして、大体これをどの辺に充てていく

というふうになっておりまして、ロットが大

きくなりますと、公庫資金とか政策公庫資金

とか、そういうものが用意されておりますの

で、役割分担といいましょうか、そういうよ

うな形が一つあるだろうというふうに考えて

おります。

○井手順雄委員 はい、わかりました。

もう１ついいですか。63ページ、水とみど

りの森づくり税をちょっとお聞きしますけれ

ども、これは去年何か見直しをするというこ

とをお聞きしとったんですが、これは継続と

なっておりますけれども、見直しはされたん

ですかね。

○白濵農林水産政策課長 今見直しを行って

いるところでございます。

○井手順雄委員 今見直しを行っているとい

うなら、何でこうやって予算が計上されてお

るのかなと不思議な思いがしますけれども…

…。

○白濵農林水産政策課長 県庁関係各課がい

ろいろ関係ありますものですから、いろいろ

またずっと話を詰めておりまして、ちょっと

……。

○井手順雄委員 だけん、何で予算がのっと

っとねと言いよっとたい。

○織田森林整備課長 森林整備課でございま

す。

去年の経緯を若干御説明させていただきた

いというふうに思いますけれども、まず、去

年の９月の県の財政再建戦略の中間報告の中

で、この水とみどりの森づくり税につきまし

ては、条例改正を含めた検討が必要といった

ような位置づけがされております。それを受

けまして、全庁的な検討体制がつくられまし

て、いろいろ、各部からの御提案ですとか、

あるいは井手委員から御提案がありましたそ

ういった提案を経て、幾つかの新たな事業が

本税を充当する検討の対象となったというこ

とでございまして、具体的には、シカの捕獲

対策ですとか、あるいは地下水の保全対策、

海岸の清掃対策、都市公園等の緑化、そうい

ったものが検討の対象になったということで

ございます。

ただ、一方で、現在の税の条例の規定でな
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かなか読めない、いわゆる今の規定は、森林

の有する公益的機能の維持、増進を図る施策

に要する経費に充てるために税を課すると、

そういう規定になっておるわけですけれど

も、これでなかなか読めない事業を行います

ためには、新たな条例を制定するですとか、

あるいは今の条例を改正するといったことが

必要になってまいりますけれども、そういう

新たな条例の制定等を行いますためには、一

つは、新たなそういう事業の必要性、有効性

ですとか、あるいは、その事業の財源として

超過課税を徴収する妥当性、こういったもの

、 、を十分検証する必要がございますし または

どういったところまでこの税の充当する事業

の範囲を広げていくのかといった考えとか整

理等も必要となってまいります。

さらには、県民の皆様の理解を得るための

取り組みなんかも必要となってくるというこ

とで、そういった中で21年度予算に向けまし

てはなかなかそのあたりまではたどり着かな

かったということで、まずは、現在の条例で

読める範囲内において使途の見直しの検討が

行われまして、その結果、森林の保全の観点

から、シカの捕獲対策を新たに税を充当する

事業として位置づけたというところでござい

ます。

ただ、先般策定されました県の財政再建戦

略におきましては、この税につきまして、税

金の効果的な活用を図るため、充当事業のあ

り方について、条例改正を含め引き続き検討

といった位置づけをされておりますので、そ

の中で引き続きいろいろな各般のまた検討も

していくということになっておりますので、

何とぞ御理解を賜りたいというふうに存じま

す。

○井手順雄委員 じゃあ、そういうことをや

。 、っぱりつけ足すべきですよ 書いとかぬとね

おかしいんじゃないですか。今言葉を言った

、 。ように そういう説明をすればわかりますよ

ぱっと見たら区分継続でしょう。今各課で検

討しているでしょう。暫定じゃないですか、

これは。そういう考え方でしょう、結局。

ですから、やはりいろんな意見があるとい

うことであれば、そういう文言も入れて、私

がこの間も言ったように、これは水産の方を

見ても清掃等の予算というのは出てないんで

すよ。やっぱり山からの間伐材の残りかすと

か、台風とかで出てくるときには、ほとんど

。 、のごみが木くずですよ これは本当に漁業者

各漁業組合がボランティアで、それとあとバ

ックウオーターとかダンプカーの処理代とか

を全部漁協が負担しているんですよ。

そういう状況の中で、やはり水とみどりの

森づくり税というところも、漁民もこの500

円を払っているんですから、そういった意味

では、ぜひとも今後そういう清掃活動という

のにも目を向けてほしいなということであり

ますので、今そういう検討中ということであ

、 。りますので ぜひともよろしくお願いします

済みません、もう１個いいですか。あと３

つも４つもあっとばってん。

79ページ、水産振興課にお聞きしますけれ

、 、ども (2)の有明海特産魚介類生息環境調査

これは、環境省というか、農政局から4,500

万の措置ができたということでございますけ

れども、昨年も一昨年も、海底清掃というの

は、県単費というか、県の予算でやっていま

すよね。これとはまた別に4,500万あるとい

う認識でよろしいんですかね。その内訳をお

聞かせください。

○神戸水産振興課長 県の単独の事業費とは

別のものでございます。県の単独の事業費の

方は、金額的に今はっきりと覚えておりませ

んが、何十万円程度の金額的には少ないもの

でございます。

○井手順雄委員 昨年、各単協単協で――幾

らだったかな、30万とか40万ずつしておりま
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すね。あれ、500万ぐらいありますよ。あれ

はどこから出たわけですかね、予算は。

○神戸水産振興課長 あの分につきまして

は、九州農政局からの委託費でございます。

○井手順雄委員 わかりました。

最後に、漁港漁場整備課にお聞きします。

塩屋漁港の残土処理護岸工事をされておりま

すけれども、これはサンドコンパクション、

いわゆる砂ぐいを打つというような事業であ

りますけれども、その砂はどこから持ってこ

られるんですか。設計はどうなっているんで

すか。

○尾山漁港漁場整備課長 20年度の発注と21

年度のゼロ国と２本予定していますけれど

も、１本目は今既に発注しております。そこ

の砂は、今私が聞いているところでは、県内

産ということで聞いております。あとは、ま

だ発注が６月ですので、その後ということで

……。

○井手順雄委員 発注は、その後といいます

か、もう既に公告されておるとお聞きしてお

、 。りますけれども 設計はどうなっていますか

○尾山漁港漁場整備課長 設計は、物価調査

を委託しまして、流通の単価、実際の取引の

単価を計上させてもらっております。

○井手順雄委員 課長が言わぬなら私が言い

ますけれども、1,900円で県内産というよう

な形で設計を上げておられます。しかしなが

、 、 。ら 平成20年度は県内産はありません もう

ありません。それはちゃんと調べてから設計

されたということですね。ないということを

わかって設計されたわけですね。

○尾山漁港漁場整備課長 20年度は繰り越し

ということで、実際は今から公示するという

ことになりますけれども。

○井手順雄委員 いや、公告して、設計書に

うとうてあるんですよ。わかりますか、言う

意味。そしたら、いざ今度開札して落札業者

が決まります。そのときには、1,900円で県

内の砂はないんですよ。そういう話です。ど

うやって調達するんですかと。

○尾山漁港漁場整備課長 設計単価は2,000

円と私聞いてますけれども、その1,900円と

いうのは……

○井手順雄委員 なら2,000円。

○尾山漁港漁場整備課長 2,000円で県内産

で入るというふうに私は聞いてますけれど

も。

○井手順雄委員 だれからお聞きになったん

ですか。

○尾山漁港漁場整備課長 業者から担当に話

があって、担当から私聞きましたけれども…

…。

○井手順雄委員 もう既に私も、海砂利の削

減計画の中で20万立米と、もう今年度になり

まして、あらかたの行き先というのをリーク

したところ、今度の発注分には４万から５万

立米砂が要ると。その分は余裕がないんです

ね、もう既に。これが現状なんですよ。こう

した場合、こう言っても水かけ論になります

から、そうなった場合、県外産からとらなく

ちゃいけないというときには、立米2,500円

ぐらいかかるんですよ。500円の設計変更を

行うんですか。

○尾山漁港漁場整備課長 それにつきまして
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は、物価の変動、その他いろいろの諸事情に

よりまして、甲乙協議でスライド条項という

のがありますので、個別にその要件に合うか

どうか判断していきたいというふうに思って

おります。

○井手順雄委員 ということは、設計変更も

あり得るというようなことでありますけれど

、 、も そしたら一番から設計を組むべきですよ

そういうのを調べて。そうでしょう。そした

ら、後から熊本県産がないから、もう福岡か

らとるよとか、長崎からとりますよ、500円

高くなったけんその分とりますよ、250万高

くなったけん、250万上乗せしますよと、そ

ういう安易な考えじゃ私はいかぬと思いま

す。やっぱり県の設計ですから、県発注の工

事でありますから、それは税金ですよ。税金

で250万無駄遣いになります。当初から、入

らないから2,500円で設計しましたというよ

うなやっぱり設計の仕方が本来の設計のあり

方と私は思います。

○尾山漁港漁場整備課長 物価調査会に単価

の調査を依頼する場合、県内、県外……。

○井手順雄委員 物価調査会は関係ないんで

すよ、熊本県が設計をするんですから。そう

でしょう。そして、あのね、聞きなっせ、課

長。熊本県が削減計画をしよるわけたい。わ

かるね。おたくのところよ、県よ。そこでし

、 、よるとに おたくが砂が４万も５万も要るて

そういうことであれば、そこに聞けばいいん

じゃないですか。設計するときに、熊本県産

はありますかと。簡単なことでしょう、同じ

。 、 、庁内ですから そしたら 工業振興課だとか

水産振興課もあるじゃないですか、隣に。そ

ういうところが関係しとるわけですから、な

いということであれば、初手から2,500円で

組めばよかですたい。それを言いたいわけで

すたい、私は。

物価調査会がどうのこうのは関係ないわけ

ですよ。物価調査会に出せば、熊本県産は2,

000円、長崎県産は2,500円と言うてくるです

よ、それは。私も聞きました。なら2,500円

で設計すべきですよ。そういう横の連携がな

ってないから、そういうちぐはぐな答弁にな

るわけですたい。私が言いたいのは、そこを

、 、ちゃんと調整して 熊本県は砂がないんだと

一番から県外産の砂で設計をしようとすれば

何の問題もないて言いよるわけですたい。わ

かりますか、コメントは。

○尾山漁港漁場整備課長 20万立米という素

枠がありますですね。今合わせて８万ぐらい

ですよね。そこで入らないというのが、明ら

かにまだその時点でわからないということが

前提だというふうに思っております。

○井手順雄委員 熊本県は、150万立米から

使いよっとたいな、砂を。そのうち50％が陸

砂、半々ぐらいたい、50％が海砂ですよ。そ

のうち20％が熊本県産ですたい。あとは全部

。 、 、県外ですよ ですから もう20万というのは

、 。すべて行くところは決まっとるわけよ もう

そのぐらい把握しとらぬとですか、工事を発

注しよっとに。こがんしてもがうならたい、

そういう反論をするならば、後からでよかた

い、この問題はね。そういうことをわかっと

っとにそういうことを言うけん、私は頭に来

るわけですたい。そうでしょう。最初から設

計組まなんですよ、どうせないんだから。

○尾山漁港漁場整備課長 まあ、ないという

のをはっきり……。

○井手順雄委員 そうじゃないか。よか、も

うよございます。

○九谷弘一委員長 まだお互いにかみ合わな

いようでありますので、その辺については十
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分検討されて、井手委員の方に御報告される

ように申し添えておきます。

○城下広作委員 昨年の末ぐらいから大変景

気が悪くなって、派遣社員、派遣村、いろい

、 、 、ろと若い人たちが 特に 何といいますかね

大量生産するような企業で解雇が目立って、

そしてもう仕事がないと。そういう人がたく

さんふえる中で、代々我が家は３代派遣社員

とかという家はないと思います。大体農家と

か漁業とか、そういう若者が都会に行って、

そういう仕事をして、だけど結果的にそうい

う仕事があふれて厳しくなったと、今そうい

う時期が来てて、もともと農業には担い手が

不足していると。漁業も――漁業はどうかち

ょっとよくわかりませんけれども、なかなか

とれないから、これは人が要らない、だから

仕事をかえる。農業もなかなか食べれないか

ら、いわゆる仕事をかえて家を継がない。

いろんなことがあると思うんですけれど

も、逆に今派遣村で食べるものもないという

ぐらいのニュースを見ると、じゃあ私は、あ

る意味では実家が農家だったら、この際農家

に帰って後を継ごうかというのは、いわゆる

社会が求めている――ある意味では、生産で

どんどんもうかるときには、それに人や雇用

がそっちに移動すると。かといって担い手が

ない場合には、そういう仕事や職種が大体シ

フトして農業に――また食べるだけはどうに

かできると、そんなもうけはしないけどとい

うような流れを大体考えていかなきゃいけな

いのが社会の構図かなと思うんですけれど

も。

ああいう流れで、具体的に農業にまた戻っ

てくるような施策もしっかり考えておられる

んですけれども、現実にそういう兆しは今現

場であっているのか。そういう人を受け入れ

るために、いろいろと手をかえ品をかえやっ

ていって、今から行くと思うんですね。大事

だと思うんですけれども、この辺のちょっと

今の数字的なもので、間違いなく帰って農業

をやろうという人がふえていますか。そうい

うような数字がわかるならちょっと教えてい

ただきたいというふうに思います。

○村山農村・担い手支援課長 農村・担い手

支援課でございます。

新規就農者の状況でございますけれども、

昨年の４月の段階でございますけれども、全

体としましては、13年ぶりに200名を下回っ

たというところでございます。その新規就農

者の内訳でございますけれども、新規学卒者

が83名、約半数でございます。それから、Ｕ

ターン者、これは例えば農家の子供が帰って

きて就農するというものでございますが、Ｕ

。 、ターン者の新規参入が65名ですね それから

農業外からの新規参入が11名ということにな

っております。

こういうようなことで、特にＵターンとか

新規参入ですね。こういうものに対してどう

、 、するかというのがございますけれども まず

私どもとしては、相談事業ということで、こ

れは県の農業会議の方でもやっております

し、各振興局でやっております。それから、

全国で、北海道、東京、大阪、熊本でも説明

会等やっておりまして、そういうＰＲに努め

ているというところでございます。

この相談事業の内容を見てみますと、向こ

うから来られた方は、18年度は150件ぐらい

だったわけですけれども、昨年は約500件ぐ

らいにふえているということで、今言われま

したとおり、やはりこの時期に農業をしたい

という方はふえているんじゃないかというこ

とでございます。

また、農業大学校がございまして、農業大

学校でも、普通の学生を対象としますものと

それから研修部というのがございまして、そ

こでもその研修をやっておりますけれども、

これらにつきましては、今全体の枠は45名で

ございますが、それでもやはり倍近くの志願
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者がおられるということでございます。これ

も年々ふえているというふうなところでござ

います。

以上でございます。

○城下広作委員 いわゆる外国に日本が工業

製品とかそういうものを、ＩＴ製品なんかを

ばんばん売るような時代が続けば一番理想な

んですけれども、それを長く希望といいます

か、望んでいくというのはなかなか、いつか

はやっぱり限界があると思うんです。

そういう意味では、農業は、一方で自給率

がめちゃくちゃ40％を切るという中で、みん

なわかってて、逆になかなかそこに力が頑張

れない。何が悪いのか、よくわかりませんけ

れども、理論、理屈ではわかっているけれど

も、現実には、農業をしたくないとか、生活

ができないとか、壁があるから結果的に自給

率は下がるばっかりと。みんな賢いからわか

ってるんだけど、そのことに向かう方向にな

。 、かなか進まない 非常に我々も痛しかゆしで

我々ももう同じように悩んでおります。これ

をやっぱりどうにか――特に熊本県は農業県

だから、そこをどうにか糸口をつかんで、や

はりよそでできない、だから熊本ではできる

というのは、よほど努力をして、よほどよそ

の県にはないような斬新的なものの施策を考

えてやっていく以外にないのではないかなと

いうふうに思います。

こういう熊本だって自給率が100じゃない

わけですから、供給県といってもどんどんと

さらにまた数字を上げるように、ある意味で

は今回私も農水委員会に入ったのは、工業だ

けで行くという考えもこれは厳しいと、農業

が少し強くならぬと厳しいのかなと思って、

この１年間一緒に勉強していきたいなと、私

はそういう気持ちで入らせていただきまし

た。

それで、もう１点なんですけれども、ちょ

うど地産地消の条例をつくるときのメンバー

で一緒に頑張らせていただきました。そうい

う意味では、熊本県の農産物を熊本県民がよ

、 、く食べるといいますか 食していくというか

このことにしっかり一方で努力をしなきゃい

けないと思うし、そのために条例でしっかり

と皆さんに徹底するようなことも大事だと思

います。

また一方で、農業で稼がなきゃいけないと

いうテーマがあるじゃないですか、よそに出

すということで。これは、ある意味ではちょ

っと相反するようなことなんですけれども、

この辺のバランスも、県産を買っていただく

という戦略と、また、県産をとにかく県民が

愛して、また食べていくと、これは農業も漁

業も一緒ですけれども、こういうバランスを

しっかりとやっぱりことし１年はやる大事な

年じゃないかなというふうに思いますので、

、 、この戦略も 多分ここにありましたけれども

具体的にその決意といいますか、そういう流

れは、どういうふうにやっていくのかという

ことでこの条例を生かしていきたいというの

があればちょっと確認させていただきたい。

○九谷弘一委員長 どなたがお答えいただき

ますか。

○城園芸生産・流通課長 園芸生産・流通課

でございます。

委員おっしゃいますとおり、熊本県産の野

菜、果実で申しますと、約70数％が県外に出

荷しております。30％弱が県内流通というこ

とで、おっしゃいましたとおりやはり県外に

出してもうけるというのが一つの熊本県農業

の方向だというふうに思っております。

そこで、県外のいわゆる量販店、スーパー

あたりで扱ってもらえるように全国12社と連

携しまして、もう10年近くなりますけれども

熊本フェアをやったり、やはり向こうのバイ

ヤーさんがこちらの産地を理解していただく

ということでこちらに来ていただくとか、反
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対に農協の担当が向こうに行くとか、交流し

ながらその信頼関係を積み重ねていくという

ふうなやり方が県外に対しての一つのやり方

と、やはり知事に出ていただいてトップセー

ルスをしていただくということで、直接商談

、 、会とか熊本フェアで 20年度につきましては

国内で３回、香港で１回。それと、知事がい

ろいろな企業に訪問されます。そのとき、や

はり県産の加工品とか成果品とかもお土産に

持っていっていただいて紹介していただくと

いうことで、企業のトップに理解していただ

くということで、その会社での認知、取り扱

いもふやしていきたいというふうな、そうい

う取り組みを県外向けにはしております。

県内につきましては、直売所あたりが今18

0カ所ぐらいございます。総売り上げが160億

から170億、そのうち農産物が80億ございま

す。これはどんどん毎年伸びております。一

つは、そういうところを拠点にしながら、地

産地消というのをしっかり進めていくという

やり方が必要かというふうに思います。

一方、県内の市場向けにつきましても、５

～６割が県内産、やはり時期的に県内産では

対応できない時期もございますので、県外か

ら入ってくる分もございますけれども、直売

所と市場流通についても、やはり熊本県産と

いうのをしっかりアピールしながら、まずは

地元の方が地元でできたものを消費していた

だくということで、それもあわせて、そうい

う取り組み自体を県外にもアピールするとい

うことで地産地消もやっている。それをやは

り県外にも理解していただいて、熊本産はお

いしいんだ、いいんだというのをしっかりア

ピールしていきたいというふうに考えており

ます。

以上でございます。

○城下広作委員 熊本のものを自信を持っ

て、そして堂々と売っていただいて、我々も

しっかり頑張っていきたいと。また頑張って

ください。

○城園芸生産・流通課長 ありがとうござい

ます。

○麻生農産課長 今の関連ですけれども、38

ページをおあけいただきたいと思います。

今園芸生産・流通課の方からありましたけ

れども 食料自給率につきましては 米・麦・、 、

大豆といいますか、そういう戦略作物があり

まして、国の方でも本格的に取り組むという

中で、特に本県としましては、この非主食用

米ということで、今後自給率を上げる一つの

手段として、米粉、飼料用米、こういうもの

を休耕田等に植えて今後推進していきたいと

いうことで、県としては、単独事業でこうい

う事業を仕組んだということで、おっしゃる

ように地産地消の一助になればというふうに

考えております。

○平野みどり委員 関連です。私も、城下委

員と同じような思いで、11年議員をやってい

て、初めて農業の部分を勉強させていただこ

うと思って、今回委員にならせていただきま

した。

今回の経済危機の中で、先ほどおっしゃい

ましたように、農業への参入をしていくとい

う中で、既に研修生として海外の方たちが入

っておられて、そこが高齢化した農家を支え

ていた部分がありますが、新規参入の人たち

と既に研修生で農家に入ってらっしゃる方、

そこら辺の兼ね合いとかいう部分はどうなの

かなというふうなことを、まず１点お聞きし

たいというふうに思います。いかがでしょう

か。

○村山農村・担い手支援課長 兼ね合いと申

しますと……。

○平野みどり委員 ですから、実際に農家を
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支える労働力で、研修生ですからそんな高額

な賃金は得られないと。ただ、新規参入の方

たちは、家族を養い、家計を担うような形で

ひとり立ちしていただかなければならないと

いう状況ですよね。解雇されて一定収入は必

要だというような方たちの中で、実際農業現

場でどういうことが今起こっているのか、素

朴に知りたいなと思うんですけれども。

○村山農村・担い手支援課長 海外から研修

で来られる方は、各受け入れ団体があります

ものですから、そこを通じてやって、最近ち

ょっと新聞に出まして、ああいう賃金をもら

われないという問題もありましたけれども、

ああいう形で団体の会員の農家のところに行

って、研修もしながら労働力としても活用し

てもらっているという状況ですね。

片や、就農したいというふうな就農目的で

日本人で研修を受けるという方もおられます

ので、それはそういうふうなことを受けるＮ

ＰＯ法人があったりですとか、あるいはそう

いう相談を受けまして、こういった、先ほど

申しました農大の研修を受けるとか、あるい

はそういうふうな形で、そこのところはすみ

分けが一応はできているのかなというふう

な、行き先が違っているというふうなことじ

ゃないかと思っております。

○平野みどり委員 同じ労働力でも全然違う

方向からのアプローチなので、そこら辺でい

ろいろトラブルなり起こらないといいかなと

いう思いがあります。研修生の方たちも、本

当に研修ですので、研修をして母国に帰って

それを生かしていただくということが前提に

きちんとないと、なかなか、いろんなルート

で労働力としてはなから入ってきたという方

たちもおられるという話も聞きますので、い

ろんな人権の問題もありますので、ちょっと

デリケートですけど、今後新規参入されてい

く中でいろいろまた出てくると思うので、注

意深く私たちも見ていきたいなと思っていま

す。

それと、先ほどのまた生産からそして流通

までというようなことですけれども、蒲島知

事がいろんなところに出ていって熊本の農産

品をスザンヌさんなんかと一緒にアピールし

たり、銀座館とかでも販売されたりして活発

になってきているということに対しては、私

も非常に評価をして、これから楽しみだなと

思っています。

今週末上京したんですけれども、大九州展

というのがやっぱりいろんなデパートでされ

たりして、熊本の商品も扱われているんだな

というふうにわかりましたけれども、それで

今後、地産地消ということで地元で消費する

分、それと首都圏等に出していく分という部

分で、首都圏にどんどん出していかないこと

にはやっぱりお金になっていかないという部

分もあるので、そうなった場合の流通ですけ

れども、今時間的に短く、東京あたり、首都

圏とか大阪に出していかないといけないもの

は、やはり陸路での輸送なのか、それともエ

アカーゴではないですが、飛行機の一部分の

カーゴで大丈夫なのか。今後ふえてくる中で

どうなっていくのかなというふうに思うんで

すが、見通しはいかがでしょうか。どこに聞

けばいいんですかね。

○城園芸生産・流通課長 園芸生産・流通課

でございます。

大半は陸路でございます。予冷施設を経て

トラック等に積みまして陸路で運んでいま

す。大阪までは２日、東京までは３日かかり

ますけれども、熊本県はもともといわゆる輸

送園芸地帯といいますか、大消費地までは遠

いということで、それに対応できるような果

菜類、ミカンとかの果実、それらの産地化を

してきたというふうな経緯がございます。

いわゆるエアカーゴ関係につきましては、

熊本空港の夜間便とかとの関連で検討されて
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いる経緯はあろうかと思いますけれども、い

わゆる飛行機で運べる限界というのがあろう

かと思いますので、飛行機便については、量

的には陸路と比べるとごくわずかなのかなと

いうふうな感じはしています。

それと、陸路でトラックがいいのか、列車

を使うのがいいか、これはコストの面もござ

いますので、それらの検討もあわせてやって

いく必要があるというふうに考えておりま

す。

以上です。

○平野みどり委員 コストの面と、それと環

境に優しい流通の方法は何かというようなこ

とも含めて、今後ＪＲも、貨物もどんどんま

たやっていこうというふうにしていますし、

、 、いろいろ この場合はこうというような形で

私なんかは、やっぱりエアカーゴも必要なの

かなと前々からは思っているんですけれど

も、今後どんどんふえてきたときに、そこら

辺は多角的に検討していただけたらなという

ふうに思います。

以上です。

○九谷弘一委員長 要望でよろしゅうござい

ますね。

○平野みどり委員 はい。

○田大造委員 １年間お世話になるわけで

すが、ちょっと大まかなことをお聞きしたい

んですが、各課がこうやって一生懸命つくっ

ていただいたんですけれども、目的というの

はわかるんですけれども、ほとんど目標値と

いうのが書かれてないので、いまいち議員は

専門家でもない限りよくわからない。私は、

いまいちわからないなという部分が多いんで

すが、１年間勉強するとして、まず、４ペー

ジなんですが、２の(1)の「信頼」のモノを

作ると。

例えば、県としての、農林水産部としての

年間の出荷額、何千億円を上回るとか、3,00

0億円をことし何としても上回るとか、もし

くは例えば担い手の育成というのも６ページ

に書いているんですけれども、耕作放棄地が

かなりふえているというのは議員みんな知っ

ているわけですが、熊本県の農業を維持して

いくためには、何人毎年担い手を確保してい

かなければならないのとかですね。

あと、もう１点、各課でブランドづくりと

いうのが毎年多分課題としてあるんだと思う

んですけれども、いまいちうまくいってこな

。 、かったと思うんですね その方向性について

明確にブランドをどうやってつくっていくん

だというのがあるなら教えていただきたいん

ですが。この３つです。

○白濵農林水産政策課長 出荷額に関しまし

ては、3,240億円を予定しております。

○村山農村・担い手支援課長 就農者の確保

の目標でございますけれども、今認定農業者

は、先ほど申しましたけれども、認定農業者

というのが担い手の核的なものということを

考えておりまして、この目標が大体１万1,00

0名ぐらいを目標にしたいということで考え

ております。世代交代等ございますものです

から、それを33年で割りますと、大体330名

ぐらいは年間必要かなということでございま

す。

先ほど申しました、平成20年は159名とい

うことでございます。そうすると、かなり厳

しい状況ということで、いろいろ施策等をや

っておりますけれども、やはり最近もずっと

250から200名程度でございまして、20年は初

。めて200名を切ったということでございます

○城園芸生産・流通課長 園芸生産・流通課

でございます。

ブランドづくりでございます。知事が就任
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されてすぐおっしゃいましたのが、東京に長

くいて、熊本には非常にいいものがあるけれ

ども 「くまもと」というのが見えないとい、

うことでおっしゃいました。私は、ブランド

づくりというのは、この「くまもと」という

のをやはり全国にわかってもらう、熊本産は

いいんだというのをわかってもらう、これが

一つの取り組みだというふうに理解しており

ます。

そのようなことで取り組みたいと思います

し、新しくくまもとブランド推進課というの

ができまして、農林水産だけじゃなくて、観

光とかほかの面も一緒に「くまもと」を売っ

ていこうというふうな取り組みも始まりまし

たので、そこと一緒になって、いわゆる「オ

ールくまもと」ということで、熊本のいいと

ころをしっかり御理解いただくような取り組

みをしていきたいというふうに考えておりま

す。

以上です。

○九谷弘一委員長 ほかにございませんか。

なければ、以上で質疑を終了いたします。

次に、その他に入りますけれども、執行部

から報告の申し出が１件あっております。

まず、報告について、執行部の説明を求め

た後、質疑を受けたいと思います。

それでは、宮崎農村計画・技術管理課長、

報告をお願いいたします。

○宮崎農村計画・技術管理課長 農村計画・

技術管理課でございます。

川辺川土地改良事業いわゆる利水事業の現

状につきまして、私の方から御報告をいたし

ます。

まず、事業の主な経緯から簡単に御説明を

いたしまして、最近の動きがございます。そ

れを中心に、まず御説明をさせていただきた

いと思っております。

川辺川土地改良事業でございますけれど

も、昭和58年に、かんがい排水、それから農

地造成、それから区画整理という内容で事業

に着手をしておりまして、平成６年に、受益

面積の見直しが必要になりまして、計画変更

が行われましたけれども、それについての訴

訟がございまして、平成15年５月の福岡高裁

の判決において国が敗訴をしたということで

ございまして、新たな利水計画を策定する必

要、これが生じたということでございます。

この策定に当たりましては、関係者で構成を

します事前協議、これで進めていくというこ

とで合意をされまして、協議が進められたと

いうところでございます。

その後でございますが、事前協議におきま

しての議論とそれから経緯でございます。

農林水産省、国から、平成17年の12月にお

きまして、事前協議の経緯なりアンケートを

もとに、川辺川ダム案、それから相良六藤堰

案、この２案が提示をされたということでご

ざいます。

事業の実施の区域につきましては、1,299

ヘクタールということで関係者の合意が得ら

れたわけでございますけれども、その後、県

から、新たな独自案を模索するというような

動きがございましたけれども、最終的には、

平成18年３月22日に、県議会で設置をされま

した川辺川問題特別委員会での御審議を経ま

して、３月24日に、県、それから事業組合、

県議会の連名で、農林水産省に新たな利水計

画の提示を要望したというところでございま

す。

それを受けまして、農林水産省から、平成

18年５月末でございますが、既設の導水路を

活用する新たな利水計画の案が提示をされた

わけでございます。なお、この案につきまし

ては、川辺川ダムに水を依存しないというよ

うな案でございます。

これを受けまして、事前調査を再開いたし

まして、平成19年度からの本格的な工事のた

めに調整を進めたわけでございますけれど
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も、一つの区切りでございます７月14日まで

には合意が得られないというような中で、県

といたしましては、農水省が示された新案に

絞り込みまして、土地改良法に基づく農家の

判断を仰ぐための手続に入っていくというよ

うな整理をしたわけでございます。

それから、次でございますけれども、事業

の休止までというような経緯になるわけでご

ざいますけれども、県が先ほど申し上げまし

たような整理をいたしたわけでございます

が、原告団、それから弁護団とともに、相良

村の合意が得られないということがございま

す。それから、平成18年の７月末には、当時

の相良村長さんが国営利水事業への不参加を

正式に表明をされるというような状況等がご

ざいまして、地元の市町村の意見、これの一

致が見られないというような状況になったわ

、 、けでございまして 事業主体であります国は

平成19年末の平成20年度政府予算案におきま

して国営川辺川土地改良事業の予算の計上を

見送ったということで、事業は休止というこ

とが決定をされたということでございます。

これからが約１年前からの動きになります

ので、もう少し詳しく御説明をいたします。

事業の休止が決まりました後、昨年の３月

でございますけれども、３月に実施をされま

した相良村の村長選の結果、利水事業の推進

を表明されております新しい村長が就任をさ

れたということでございまして、こういう状

況に至りまして、関係の首長さん方の議論の

場でございます６市町村長会議、これが開催

をされまして、国営での早期事業の再開とい

うことに向けて協議を進めるということで合

意がなされております。さらに、７月３日で

の同議会におきまして、農林水産省が示しま

した新案を６市町村長の推奨案ということで

合意がなされたということでございます。

、 、しかしながら 相良村議会におきましては

村長の事業推進方針に反対をされます議員が

多数を占められるということでございまし

て、地元の合意形成がなかなか不透明な状況

が引き続いたということでございまして、農

林水産省、事業主体でございますけれども、

平成21年度、今年度の概算要求におきまして

予算要求を見送ったということでございます

ので、先ほど御説明をいたしましたように、

今年度も事業の休止の状況は続いておるとい

うことでございます。

こういった動きがある中で、昨年10月でご

ざいますけれども、相良村の前村長さん、そ

れから村議さんが立ち上げられました研究

会、これは有識者会議と呼んでおりますけれ

ども、これにつきまして、11月４日に独自の

推奨案というものも示されたりしておりま

す。一方、訴訟の原告団につきましては、11

月の初めでございますけれども、こういった

研究会の動きに対しまして、時期尚早という

ような声明を発表されておるというところで

ございます。

こういった状況の中でございますけれど

も、６市町村長会議におきましては、有識者

会議、研究会でございますけれども、ここで

示されました各項目について検討を行いまし

て、２月12日につきましては、６市町村長会

議としての考え方を取りまとめられるという

こととともに、農水省新案につきまして、こ

れを改めて推奨案とするということでござい

まして、相良村につきましては、２月から３

月にかけまして、村内の農家の皆さんに対し

て説明会を開催したということでございま

す。

、 、６市町村会議におきましては 平成22年度

来年度でございますけれども、事業の再開に

向けまして、その予算の概算要求の時期、こ

れは国でございますけれども、今年の８月を

目途に、農水省新案での地元の合意形成に向

けて調整を進めているということの確認をし

ておるところでございまして、改めまして相

良村議会に対して本事業への意向を示すよう

に要請することを確認されておるということ
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でございます。

こういった６市町村会議の結果を受けまし

て、相良村長さんが、今月でございますけれ

ども、今月の初めに、相良村議会での全員協

議会におきまして、議会としての意向を示す

ように要請をされたということでございま

す。相良村の村議会では、今月の10日でござ

いますけれども、臨時議会におきまして、６

市町村長の推奨案、農水省新案でございます

けれども、これにつきましては、推進決議案

を賛成少数ということで否決をされるという

一方、相良村有識者会議、研究会とも先ほど

申し上げましたけれども、２点取水案、別の

案でございますけれども、これでの推進決議

を賛成多数で可決をされたというような状況

になっておりまして、委員の皆様も御承知の

、 、とおり 先週の日曜日でございますけれども

相良村の村議会議員の選挙が行われたという

ような状況になっております。

今後の進め方でございますけれども、本事

業、国営土地改良事業、農業農村整備事業一

般でございますけれども、土地改良法に基づ

いて事業を進めております。関係市町村の合

意、それから農家の皆様方、受益者の３分の

２以上の同意が必須でございます。そういう

中で、まずは、関係の市町村、地元におきま

して、農家の意見、それから要望等を十分踏

まえられまして、地元の合意形成が図られる

ということがまずは必要でございます。

県といたしましては、地元で水が必要だと

いうような農家も当然いらっしゃるわけでご

ざいますので、そういったことも念頭に置き

、 、 、ながら 引き続き 事業主体でございますが

、 、国なり 関係市町村の動向を見きわめながら

合意形成に向けまして、必要があればその支

援に努めていきたいというふうに思っており

ます。

以上でございます。

○九谷弘一委員長 報告が終了いたしました

ので、質疑を受けたいと思います。質疑はあ

りませんか。ございませんね。

なければ、これで報告に対する質疑は終了

いたします。

次に、その他で何かありませんか。ござい

ませんね。

（ はい」と呼ぶ者あり）「

○九谷弘一委員長 なければ、以上で本日の

議題はすべて終了いたしました。どうもお疲

れでした。

最後に、陳情、要望書等が１件提出されて

おりますので、参考としてお手元に写しを配

付しておりますので、御一読を後でしていた

だきたいと思います。

以上で終わります。

午後３時48分閉会
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